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メ ンタルヘルス不調 を予防するための

会社の役割 と従業員の役割

安全配慮義務の具体化を目指 して

矢 野 功

概要 ス トレスが メンタルヘル ス不調を招 くことが知 られて お り,雇 用契約によ る支配 従属

関係を誤解 した 「許 されない ス トレス」 は有害で ある。

会社は,営 利を 目指す経 営判断を法規制 と調整を図 りつつ進め るが,濫 用手法を巧みに利

用すれば非難 されず に 「許 されない ス トレス」が行われ,安 全配慮義務によ る規制が機 能 し

な くな る。 これを正常な姿に戻すために は,従 業員 は,自 らが属す る共同体で醸成 された 自

分の価値観(分 別)に よる会社への牽制が有効で ある。

これ らを踏まえ,安 全配 慮義務 を上手 く機能 させ るため に,従 業員 と会社はそれぞれ立場

か ら真摯 に主張 しあ うと共 に,会 社 は従業員 を して 自らの共 同体へ戻 らせる時間を確保 す る

ことを提案 した い。
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自分 の価値観(分 別),共 同体

Abstract Mental bad-condition is caused by some stresses. And, the stress related 

from some misunderstanding for master and servant relations of employment is 

unnecessary and harmful. 

 Any Companies are aimed at making some money by Business-Judgment, and comply 

with the law. The employer is under safe-keeping obligation the employee. But, if the 

employer performs abuse of administrative order right, the employer can give the 

employee the stress that is unnecessary and harmful without some penalties. 

 It is effective that the employee brakes the employer by their sense of value (called 
"FUNBETSU" in Japanese) which produces from their community.
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1.従 業員 の生活 の中 にある ス トレス

1-1会 社生活と私生活

従業員のメンタルヘルス不調の原因は,業務による心理的負荷(会 社生活における事情),

業務以外の心理的負荷(本 人自身や家族など私生活における事情など)及 び本人の個人的

要因(既 往歴,社 会適応状況,性 格傾向など)が 複雑に関係 しあって発症するといわれて

いる(1)。

当然ことだが,従 業員への心理的負荷(ス トレス)は,会 社生活と私生活から受けるわ

けであり,こ れらの時間的配分は概ね次のようになる。すなわち,会 社生活が所定労働時

間(8時 間)+休 憩(1時 間)一ト通勤(2時 間)=11時 間であるのに対 して,私 生活は睡

眠(8時 間)を 除 くと5時間となり,こ の中で食事や入浴あるいは趣味や自己啓発をこなさ

なければならない。そして,従 業員が会社生活で受けるス トレスは,そ の原因が業務にあ

れ人間関係 にあれ,従 業員が会社生活を離脱 して私生活(家 族とは別の自分だけの生活が

あれば,そ の場 も含む)の 中で くつろぎ,癒 し,あ るいは生気を取 り戻すなどしてス トレ

スを転嫁 し,解 消し,あ るいは軽減するべきであり,私 生活での時間をきちんと過ごして

いれば十分対応できることが経験により理解されている。

1-2従 業員の会社中心の生活スタイル

ところが,現 実の従業員の生活を鑑みれば,会 社では恒常的に残業があり,通 勤時間が

とても長いので,ど うしても私生活の時間は減ることになって しまう。会社でのス トレス

を リセッ トし職場の疲労を癒すにも,私 生活や睡眠の時間が少な くなれば,こ れ らに効果

もあまり期待できないことが想定される。

こうした面がある一方では,業 務 に伴うス トレスを受けても,そ の業務をや り遂げた時

の自らの"達 成感"を 覚え,あ るいは上司や同僚から賞賛を受けることで"励 み"と な り

精神的な充実感を得 る場合があることを,従 業員は経験として知っている。更に,幸 運に

恵まれれば,会 社からの"見 返 り(人 事評価が良 くな り,昇 進の可能性が高まるなど)"が

期待できるので,多少無理をしてもス トレスを克服 して業務をこなそうとする傾向にある。

このように,従 業員は,会 社生活での避けられないマイナス面と会社生活で しか得るこ

とのできないプラス面とを共に抱えて巧みに均衡を保とうとして,そ のス トレスがメンタ

ルヘルスに悪影響を及ぼすかもしれない リスクを感 じても,た だそれだけでは,自 分の生
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活を見直 し私生活の充実を図ろうとする強い動機付けには至らないというのが実務におけ

る実感である。

1-3会 社の自主的な配慮に対する問題

確かに,従 業員のス トレスに対 しては,"達 成感""励 み""見 返 り"な どといった会

社の自主的な配慮により解消するチャンスがある。 しか し,こ れらの配慮は,実 務では,

いわゆる"恩 恵的措置"と しか理解できないような,か な り不確実且つ不安定な代物と言

わざるを得ない。 これよりも,会 社に従業員が会社生活で受けるス トレスを私生活で解消

させる客観的な指標として,法 理 として確立された安全配慮義務に期待 したいため,ま ず

その法理 とその実態を確認 してお く。

2.安 全配慮義務による会社に対する規制

2-1安 全配慮義務の定義

会社生活においては従業員が受けるス トレスに対 して,従 業員の健康に関わる会社が負

う安全配慮義務の法理は,昭 和50年 に最高裁判決で確立されたものといわれている。そし

て,そ の後の判例では,雇 用契約上の安全配慮義務を 「労働者が労務提供のため設置する

場所,設 備若 しくは器具を使用 し,ま たは使用者の指示の下に労務を提供する過程におい

て,労 働者の生命及び身体を危険から保護するように配慮すべき義務」(最 高裁判所判決

昭和59年4月10日 川義事件)と 定義 している。また平成19年 に制定された労働契約法

第5条 では,「 使用者は,労 働契約に伴い,労 働者がその生命,身 体等の安全を確保 しつ

つ労働できるよう,必 要な配慮をするものとする。」と定められている(2)。

2-2会 社と従業員の信頼関係から導かれる安全配慮義務

そもそも雇用契約の基本的義務 としては,会 社の 「報酬(賃 金)支 払義務」と従業員の

「労務提供義務(会 社の業務命令に従 って労務を提供する)」から成 り立っている。これに

加えて,雇 用契約が継続的な関係であり,し かも「生身の人間」が関わって くることか ら,

会社 と従業員 との間には信頼関係を築 くことが大切であり,労 働契約法では信義誠実の原

則が確認 された(労 働契約法3条)。

会社も従業員 も,そ れぞれ相手の利益に配慮 し,誠 実に行動するということからいくつ

かの付随義務が考えられている。具体的には,従 業員は,会 社の指示に従 っていても,"た
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だ働けばよい"と いったことではな く"仕 事の趣旨(な ぜその仕事をするか)"や"要 求さ

れる水準(Q(品 質)C(効 率)D(納 期)S(安 全)E(環 境)な どの要素)"を クリア

するように働 く(誠 実労働義務)こ とが求められるし,"片 手間に働けばよい"と いうこと

はな く"勤 務時間中は仕事以外のこと(例 えば,私 用電話,私 用メールなど)を 行わない"

(職務専念義務)こ とを守らなければならないといった具合である。これに対 して,会社は,

「命令 どお りに働かせればいい,後 のことは知 らん」とい うぞんざいな扱いをするのではな

く 「生命,身 体あるいは健康を職場での危険に晒さないように 目配 り心配 りをする」(安全

配慮義務)こ とが求められる(3)。

このように,安 全配慮義務 も雇用契約に基づ く会社と従業員との信頼関係を支える付随

的な義務の一つと考えなければならない。

3.安 全配慮義務を実際に使 う段階における問題点

3-1安 全配慮義務の抽象性に由来する問題

安全配慮義務の説明というと,概 ねこのレベルで終わって しまうので,か な り抽象的な

概念であるという感が拭えず,「具体的に何をすれば安全に配慮 したことになるのか?」 と

いう質問に対して十分に答えられていない。すなわち,例 えば交通安全における 「制限時

速(時 速80km)を 超えるな」とか 「横断歩道は青信号で渡れ」といった具合に,会 社や上

司あるいは部下にとって具体的な所作や トラブル対応に関わる基準や指針を示 してもらわ

なければ使い物にならないというのが実務の立場からの本音である。

安全配慮義務 という言葉 には,従 業員が会社生活で受けるス トレスを解消させようとす

れば,ど うしても会社が従業員の個人領域(プ ライベー ト)に 踏み込む問題である故に,

会社 に対して"具 体的な行為"で はな く"そ の場に応 じた配慮"を 求めているという意図

が読み取れる。 この課題を現実の職場の中での会社と従業員あるいは従業員相互のコミュ

ニケーションという観点から考えると,健 康,特 に精神面について,従 業員本人であれ上

司であれ同僚であれそれぞれ個人差があ り,上 司の性格や周 りにいる同僚といった職場の

人間関係など不確定要素が大きく影響 して くるので,予 め 「こうしてはいけない」とか 「こ

うすればよい」といった単純明快な基準を自ら設けにくいであろうことは想像に難 くない。

このように,安 全配慮義務の明確な基準や指針が作 りにくいことは否めないし,だ から

といって,「それぞれの就業現場で具体的な状況を踏まえて上手いことやってくれ」といわ

れても,会 社であれ上司であれ,戸 惑うばか りである。
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3-2個 々の従業員に接する上司が抱える深刻な問題

このように事前 に基準や指針が明らかになっていないにも拘らず,職 場のコミュニケー

ションを円滑に保たなければならないわけである。繰 り返 しになるが,上 司や周 りの同僚

が持 っている個人的な職場での過ごし方の"経 験"と"知 恵"に よって上手 く乗 り切ろう

とする"努 力"に 支えられているように見受けられる。これに関 しては,会 社,殊 に従業

員に接する上司が抱える深刻な問題を考えておかなければならない。

まず,"上 司の姿勢"で ある。つまり,従 業員との距離の取 り方や私生活と会社生活にお

けるウエイ トのおき方が どうしても上司ごとに異なって しまう。例えば,従 業員の健康

(メ ンタルヘルス)に 真正面から取り組もうとする方は,メ ンタルヘルスに関して 「ある症

状から,ど のような病気が疑われるか」 といった医学的な専門知識,あ るいは 「何をすれ

ば,ど の程度の責任が生 じるのか」 といった法的な専門知識のいずれも持ち合わせていな

い故 に,何 が適切な行動なのか大いに迷うだろう。他方,経 済合理性や リスク管理に関心

の強い方は,他 人 と関わる故に義務が生 じ責任を負うのであるから,自 分が非難されたり

トラブルに巻 き込 まれたりしないように,自 ら積極的な関与を避ければよいではないかと

考えるだろう。

また,"上 司の葛藤"も 考えなければならない。すなわち,「困難な問題だが,解 決 して

人(部 下)を 助けたい」 という反面 「解決できない場合に,自 分が責任を負うという不利

益を回避 したい」 という葛藤の中で,ど うしても自らのことを優先 しまいがちになるとい

う避 け難い事情を抱えている。つまり,上 司は,そ れぞれ会社内の立場によってス トレス

を抱え,与 えられた役割を果たそうとする過程で抱えきれないス トレスにどう対応 してい

くのかを考える場面で,冷 静さを失い,「他人のことを顧みることなく,ひ たすら自らに有

利な結論を導 こうとする」傾向に陥り,そ の方向に向けて自らの経験や知恵を駆使 して し

まうのである。

3-3「 安全配慮義務の内容を見直 し,具 体的行動の指針を策定 したい」

以下では,会 社の安全配慮義務 について,雇 用契約における信頼関係と会社の意思決定

の場面を踏 まえて,"運 任せの配慮"や"躊 躇 しながらの配慮"を 解消 して"実 施が担保さ

れる配慮"を 導 く,即 ち 「安全配慮義務」の中身を検討 して会社の実務で利用可能なルー

ルにする方策の立案 に挑戦するものである。

237(635)



第59巻 第2号

4.会 社生活で受 けるス トレス(そ の1)「 許 され るス トレス」

4-1従 業員の健康への会社による関与

従業員は,雇 用契約に基づ く労務提供義務をきちんと果たすたあに,身 体的にも精神的

にも健康を保たなければならない。 しかも従業員の健康はプライバシーに属するので,会

社が従業員本人の了解なしに情報を収集することが許されない領域であり,当 然のことな

がら,従 業員の健康は従業員自身が維持管理 しなければならない。

こう述べると,会 社からは 「従業員の健康は従業員の自己責任であるから,会 社は無関

心でいい」 といった見解を伺うことがある。 しか し,前 述のように,会 社生活は,従 業員

の1日 の中でかなりのウエイ トを占めている。しかも,会 社は,雇 用契約に基づ く法律関係

の下で,労 務提供の内容を決定 し実行 し評価する(成 果主義)と 共に,職 場環境を整える

権限を持っていることから,従 業員に対 し職場内での協調性を求め,殊 更に 「少々のス ト

レスがあっても,自 分で対応できる力(ス トレス耐性)を 高めるように求める。

このように,会 社は,従 業員が会社では多様かつ大量のス トレスを与えているのである

から,従 業員が上手 く対応できているかにつき大いに関心を持つことが必要だと考える。

4-2業 務命令による 「許されたス トレス」

会社 と従業員 とは,雇 用契約に基づき,会 社が従業員に業務を命 じ,従 業員がそれに従

って業務をするという支配従属関係があることから,会 社が従業員にス トレスを与えるこ

とが予定 されている。 もっとも,そ れは無条件ではな く,雇 用契約関係,す なわち業務命

令の範囲内でという内在的な制約があると考えなければならない。従業員が受けるス トレ

スは,適 正な労務提供が正常な業務命令に基づいて行われている限 り,前 述のように従業

員が帰宅 して,私 生活の中で対応できるのであるから,こ の範囲内のス トレスな らば,会

社 による従業員への 「許 されたス トレス」といえる。

これに関 して,現 実の業務命令では従業員が 「これは違法ではないのか」など確証はな

くても何か疑問を感ずる場面に遭遇することもあるし,配 属命令を受けてもその職場が意

に沿わぬ場合 もあるかもしれない。 しか し,従 業員の立場で業務命令や人員配置に対 して

いちいち文句をつけることが偉られるし,ま た会社にとって従業員の疑問に対 してもいち

いち説明していては業務効率を損なうことを懸念することも無理からぬところがある。

もっとも,こ の見解に対 しては,多 くの方が違和感を覚え,更 に批判にさらされること
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を 承知 して い るが,日 本 で の 実務 を 考 え る場 合 に は,こ れ ら も また 「許 され た ス トレス」

に含 まれ る もの で あ る と考 え て お くこ とを と りあえ ず の 結 論 と した い。

4-3「 許されたス トレス」に対する会社の配慮

会社は,従 業員が帰宅 してス トレスを完全に消滅 していることを見届ける必要が無いこ

とは言 うまでもない。なぜなら,従 業員がス トレスに対 してどのように対応するのかは,

あ くまでも本人の精神的健康に属する問題であり,会 社が立ち入ることができないか らで

ある。会社の基本的な立場 は,従 業員に適正な雇用関係の下でのス トレスを与えるが,こ

れに対 して従業員がス トレスに対応するための私生活の時間を確保できる状態を作る機会

を与えることに止 まる。

しか し,現 実に事業活動を営む会社では,業 務繁忙の最中に仕事に関係な く従業員を契

約通 り帰宅 させることはできるはずもな く,ま た法的に解雇が難 しい現状で,従 業員の数

を制限し繁忙期を残業で乗 り切ろうとする経営判断も正常な範囲内と考えられる。従 って,

タイム リーに私生活の時間を確保することは,「理念 としては理解できても現実は無理だ」

ということになろう。

これに対 しては,日 々の私生活での時間確保に代えて閑散期に"少 し長あの休暇(い

わゆるバカンスを意味するわけではない)"を 与えることも配慮の選択肢一つであると考え

ることができる。また,こ れに関 して,"慰 労(例 えば,会 社の負担で酒食を提供するなど

の経済的給付)"と いう形での会社の配慮も考えられる。個人的な見解ではあるが,仕 事で

のス トレスがあったとしても,"少 し長めの休暇"あ るいは"慰 労"に よって,場 合によっ

ては(サ ービス残業が常態化 している現実を冷静に考えれば),"時 間外労働に対する割増

賃金の多さ"に よっても,何 か しらほっとした感覚を味わったことを覚えており,こ れ ら

の配慮がス トレスを和らげる効用を無視できないように思う。その反面,こ の効用は限定

的なレベルの限られることも経験として理解 している(こ れらの欲求は徐々にエスカレー

トするもので,人 の性 とは言いながら,会 社の対応策としては決あ手とはな り得ない)の

で,会 社の実情に合わせた様々な措置と上手 く組み合わせた方策を構築することが求めら

れよう。
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5.会 社生活 で受 ける ス トレス(そ の2)「 許 されないス トレス」

5-1職 場環境によるス トレス

会社が雇用契約関係の下とはいえ残業や休日労働が多 く,私 生活の時間を確保できない

状況が常態化 しているならば,不 適正な雇用契約関係と考えなければならない。例えば,

自己啓発 と称 して帰宅しない従業員を見て見ぬふ りする場合,あ るいは露骨に健康を無視

した長時間の残業が業務 として組み込まれている場合などが考えられる。これらに対 して

は,人 件費など予算管理の面から残業によるコス トを厳 しく制限 し,場 合によっては,会

社が職場から従業員の退出を強制するなど,会 社がわずかな自律と自制に気付けば比較的

容易に対策の講 じることが不可能ではないと思われる。

ここでは,職 場環境,す なわち職場の人間関係に由来する問題として,上 司が支配従属

関係を錯覚してあるいは意図的に利用 して,部 下に有害なス トレスを仕掛けて しまうケー

ス(い わゆるハラスメン ト)に ついて考えてみたい④。

5-2部 下を支配 しようとする誘惑が招 く 「許されないス トレス」

前述の通 り,会 社と従業員は雇用契約関係が成立 してお り,実 際の職場では,上 司と部

下が相互に信頼 し事業を営み経営目標を達成するわけだが,翻 って考えると,上 司が部下

に命令 し,部 下は上司に従うという支配従属関係が存在 していることが見えて くる。この

関係の下で,上 司は 「部下を意のままに動か して経営目標を達成に通進できる」 し,部 下

は 「上司に従 っていれば難 しい判断せずたとえ失敗 しても責任を問われることはない」と

いう信頼関係の下で,そ れぞれの役割を果たすことが予定されている。

このように,支 配従属関係の下では上司が難 しい課題を命 じても部下は黙って従うのが

常であり,ま た業務 とは直接的には関係ない命令であっても信頼関係を壊 した くないか ら

従 うことになることが経験 によって知られる。

ところが,上 司という肩書によって自分に与えられた権限に由来する力を実感 してみた

い軽い気持 ち(部 下に危害を加えようとする意図はないにせよ)で,支 配従属関係が通常

の業務命令ではな く,単 に 「部下をコン トロール」すること自体を目的として行動 して し

まうことがある。更に,自 らの権力を目に見える形で自覚 したいという誘惑が大きくなる

と,「部下の意思を無視 して,自 らの思い通 りに動かす」ということになり,従 業員を"人"

としてではな く"モ ノ(材)"と して扱うことにな り,こ うなると有害なス トレスにより深
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刻 な事 態 を 引 き起 こす リス クが 潜 む こ とを 容 易 に想 像 で き る。

5-3部 下を支配 して癒されたい衝動が招 く 「許されないス トレス」

他方,上 司も,会 社の厳 しい事業運営や困難な経営目標達成のために粉骨砕身 して業務

を遂行 しようするが,上 手 くい くことが保証されているわけではないから,ど うしてもや

り場のないス トレスを抱えて しまう。

上司が,部 下 に対して,自 分とは違 う価値観(差 別意識,嫉 妬や羨望)へ の戸惑い,自

らの能力を否定 されるのではないかという恐怖,職 場の不文律や公然の秘密に対する嫌悪

などによって形成された 「口にできない積畿」を解消するため,「部下をコン トロールでき

る」立場を奇貨 として,部 下に対 して意図的に有害なス トレスを加えることで自らを癒そ

うとする衝動 に駆 られてしまう選択をすることも無理からぬ次第である。

付け加えるならば,こ れに時間的な要素が加われば,上 司自らが若いときに体験 した理

不尽な仕打 ちを,上 司になった暁に自らの部下に同様の理不尽さを体験させることによっ

て蹟おうとする場合にも,似 たような場面が生 じて しまう。

5-4上 司の本音 「悪いことはしていないはずだ」

このようにハラスメン トへの誘惑や衝動に負け部下に有害なス トレスを与える上司であ

っても漫然 とハラスメン トをするわけではな く,上 司自身も会社の従業員であるか ら,自

らに降りかかる不利益 には極めて敏感である。もしも自らのハラスメン トが会社に見つか

ってしまえば,会 社からペナルティ(懲 戒処分あるいは不利益取扱い)を 受けるかもしれ

ないというリスクを抱えているのである。当然ではあるが,こ のような上司は,「自らのハ

ラスメントを答められて もペナルティを受けても構わないか ら,「○○(特 定の従業員氏

名)』にはハラスメントを続けるぞ」とするほどの強い決意はない。それ故,ハ ラスメント

をするにあたっても,上 司の上役や周りに注意を払い,常 に利害計算を しつつ,探 りを入

れながら徐 々にハラスメン トをエスカレー トさせていくことを経験として知っている。

確かに,暴 力など非人間的手段を用いるケースでは部下が被害者として過酷な状況にお

かれているとはいえ,犯 罪まがいの行為であり,会 社としては端的に懲戒処分の対象とす

ることができるので,こ のような上司は,「悪いことはしていない」と言い逃れができない

はずである。 これに対して,よ り深刻な問題を引き起こすのは,上 司が表面的には 「お前

のために言 っているのだ」あるいは 「若い時の苦労は将来きっと役立つものだ」いった枕

詞をつけ,形 式的には業務命令の範囲内ないし正当な支配従属関係に基づいて指導助言を
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して い るか の よ うな説 明(実 は,言 い訳 に す ぎな い の だ が …)を して,「 悪 い こ と は して い

な い」 と胸 を 張 りな が ら,実 質 的 に はハ ラ ス メ ン トを 意 図 的 に与 え て いた こ とを 経 験 と し

て知 って い る。

5-5同 僚 の 本 音 「自分 が 不 利 に な る こ と に関 わ りた くな い」

ハ ラス メ ン トが 実行 され る周 り にい る従 業 員 た ち(同 僚)も ,自 らの 立 場 に敏 感 で あ る

こ と に変 わ りは な い。 す な わ ち,周 り に注 意 を 払 い,常 に利 害 得 失 の 計 算 を しな が ら,傍

観 して い る こ とが 多 い よ うで あ る。 この 場 面 で,「 ハ ラ ス メ ン トを や め させ る」 こ とは,正

しい と して も上 司 と敵 対 す る とい う大 きな リス クを 抱 え る こ と にな るた め,決 して 選 択 肢

に入 らな い。 あ くまで も,時 と場 の 空 気 を 読 ん で 上 司 の 態 度 に合 わ せ る こ とが 多 い こ とが

経 験 と して知 って い る。 この"傍 観"と い う形 で 上 司 の 態 度 に対 して 消 極 的 に賛 成 を す る

こ とで,自 らの 立 場 を 防衛 す る よ う にな る。

翻 って考 え れ ば,同 僚 の 立 場 か ら は,上 司 と共 にハ ラ ス メ ン トに直 接 関 与 して いな い と

自覚 す る こ とで,「上 司 の ハ ラ ス メ ン トに対 し,自 ら も積 極 的 に加 担 して い る の で は な い か」

とい う心 の痛 み を軽 くし よ う と知 恵 を 巡 らせ る よ うで あ る。

5-6会 社の本音 「優秀な上司を替めることはできない」

このような上司の仕掛けるハラスメン トに対 しては,一 般的に,そ れが 「悪」であると

の共通認識の下に 「ペナルティを加えるべきだ」とか 「再発防止を図るべきだ」という意

見 には賛成する方が大勢を占めるであろう。 しか し,現 実には,さ ほど単純なものではな

い。 というのも,上 司の行動は,暴 力や非人間的な手段による露骨なハラスメン トではな

く,少 な くとも表面的ない し形式的には正当な行為(業 務命令あるいは指導)で あるか ら

である。

実際に,あ る従業員に対する上司の行為がハラスメン トに該当 していたとしても,周 り

の従業員や会社から 「彼(彼 女)は,業 績向上に多大な貢献を しているのに,部 下に対 し

てきつ く指導 したというだけで加害者扱いするのか」との反論を受けることを経験として

知 っている。 ここで注目すべきことは,上 司が,雇 用関係の下での正当な業務命令ないし

注意や指導するとか,会 社の一員として会社の目的,す なわち 「儲けること(営 利)」 に貢

献することは,会 社にとって 「正」であることから,「正 しい振舞いに対 しては決 して非難

できない」 という結論 に至って しまう。そ して,た とえ少 し行き過ぎていたとしても 「会

社のためにやったことで,悪 気はない(正 しい)で はないか」と意図的に正当化する方向
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で判 断 され る こ と にな って しま うた め,結 果 と して ハ ラ ス メ ン トを 黙 認 す る羽 目 に陥 る。

6.会 社の経営判断とそれに対する牽制

6-1会 社の 「営利を目指し,可 能な手段を見つけろ」と従業員の健康～経営判断

こう考えて くると,安 全配慮義務を雇用契約の枠内で考えているだけでは限界があり,

それ故,以 下では,そ の背後に存在する会社の"経 営判断(BusinessJudgment)"に つ

いて検討することが必要である(5)。

会社は,例 外な く持続的に 「儲ける(営 利)」を獲得 してい くために,市 場で競争優位を

確保 し,経 済的合理性 と論理整合性を備えた一連の施策を決定 していく。このように,会

社の"経 営判断(BusinessJudgment)"の 場面では,「損すればや らない」「儲かるから

やる」 という徹頭徹尾 「営利』を中心に据えた議論となる。この 『営利』を目指すための

手段を検討する過程では,「あらゆる可能性を検討 し,で きることは何でもしよう」との枠

組みの中で社内の知恵を結集 して 「探り当てた可能な方策を実行させる」ことによって道

を開 くのである。

この場面では,例 えば,「従業員を大切にする」を強調 して も 「福利厚生のたあの予算を

確保するために,経 営目標の利益を下方修正する」ことはないし,あ るいは昨今流行の法

令遵守を叫んでいても 「法を遵守するなら,損 を しても構わない」という結論には絶対に

至らない。そして,あ る従業員の健康に悪影響がある懸念される場合でも,「従業員の健康

に問題が生 じるならば無条件にNOだ 」という単純な結論に至ることは皆無 といってよく,

例えば,「これまでずっとこのや り方で乗 り切ってきた。○○さんだけを特別扱いにするこ

とはできない。」などといった経験と論理を巧みに使い,こ れ らの配慮を否定 してひたす ら

『営利』を確保する方向に結論を誘導 しがちになることを経験 として知 っている。

6-2経 営判断の基礎にある 「幸福の追求」と 「知恵の駆使」～経営の原動力

そもそも,会 社は,『営利』そのものを目的としているわけではない。その根底には,国

民の生活を想い,「よりよい生活を求める」という 『(幸福を追求する)意 欲』を基礎とし,

そのために 「可能な手段を実際に使えるように工夫 して実現 しよう」とする 「(知恵を駆使

する)技 能』を備えておき,個 々の事業活動を展開して 「儲ける(『営利』)」ことによって

これらを実現する原動力となっているわけである。

ところが,実 際には,往 々にして,目 的であるはず 『(幸福を追求す る)意 欲』が遠 くを
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追 い や られ,本 来 は 手 段 で あ る はず の 『営 利 』が 目的 に な って しま い,と もす れ ば,「 目的

の た め な らば,手 段 を 選 ば な い」 と言 い だ す 者 まで 出 て くる始 末 で あ る。 こ うな って くる

と,人 の不 利 益 には 目を 閉 じた ま ま,た とえ 苦 痛 が あ って も耳 を 貸 さな い事 態 とな る。 更

に,人 の不 幸 を 糧 と して 自 らの幸 せ を 築 くこ と さえ も何 の 抵 抗 感 が な くな って しま う。

この よ うに,『(幸 福 を 追 求 す る)意 欲 』 と 『(知恵 を駆 使 す る)技 能 』を 駆 使 して 可 能 な

方 策 を 探 る と い う"経 営 判 断(BusinessJudgment)"の 発 想 は,程 度 の 差 こそ あれ,本

来 の 目的 を実 現 す る原 動 力 とな る反 面,そ れ を 超 え て 暴 走 す る危 険 を 併 せ 持 つ こ とを 認 識

して お か な けれ ば な らな い。

6-3原 動力に対する制御装置 「ルールの枠内で実施せよ」～法規制(安 全配慮義務)

この危険を回避するために会社を牽制する役割を果たすのが,法 規制(今 回のテーマで

言えば,安 全配慮義務)の はずである。会社が事業活動で 「可能な方法」を見つけたか ら

といって,何 をしてもよいわけではな く,法 令遵守とかコンプライアンスといった視点,

すなわち 「ルールの枠内で事業活動を行わせる(違 反すれば制裁あるいは不利益が待って

いる)」ことによって対策とすることが実効性をもつこととなる。例えば,ハ ラスメントの

事実 に見て見ぬふりをし,あ るいは従業員の過重労働を見過ごして従業員の健康被害を招

くことに対して,事 前 にこれらが違法であることを明らかにし,も しも違反 した ら何 らか

の制裁あるいは不利益を覚悟 しなければならないことを示 して 「思いとどまらせる」こと

を目指すわけである。

もっとも,法 律やルールが存在するだけで上手 く適正に規制できるというわけではない

し,た とえ法律やルールを守っているとしても 「可能な手段であれば何でも実行する」と

いう暴走を止めることは理論的にも実務でも難 しいのである。例えば,事 業活動において

法律やルールにより規制される詐欺に該当 しない限 り,「嘘をつ く」こと自体は許されてい

る。同様に,上 司が物理的精神的な危害を加えない限 り,「身勝手な振る舞い」や 「嫌味を

言 う」こと自体は規制されない。また,具 体的且つ明白な差別的取扱いでない限り,「優越

感 により相手を蔑(さ げす)む 」 こと自体は制限されない。これらによる具体的な問題は

枚挙のいとまがない。

そもそも,法 律で規制されている領域は客観的に損害が生 じる場合に限られるので,法

規制の上では一応の合法的であることを装っているが,実 質的には前述の暴走を隠蔽する

ような微妙な言動を招いて しまうのである。これらを巧みに操ることができれば,形 式的

に法律を遵守 し 「法律やルールが禁 じていることはしない」としても,実 質的には法律の
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目的を逸脱 し,あ るいは限界を超え,結 果として 「法律が予定 しない害悪を生 じさせる」

可能性(濫 用手法)が あることは否定できない。(6)

安全配慮義務の視点から具体的に述べれば,上 司が,部 下に,「君が嫌いだ」といった 「邪

(よこしま)な 意図」を隠 し,些 細な過ちを殊更に指摘 したうえで 「仕事をきちんと仕上げ

なさい」 といった業務命令による指導という雇用契約の範囲内で正当な手段を装って伝え

ることができるのだが,部 下から見れば,上 司の言外の意図がビンビン伝わって くるので

あり,こ の公式を知 っていれば,実 質的に部下を合法的に傷つけることできて しまうので

ある。

6-4制 御装置に対する適正利用 「自ら判断 して,正 しく行動する」～分別

そこで,行 為だけ見ると法律やルールに反 しているとは言いにくいが,言 外に真意から

傷つけられる場面に対抗する方策を考えてみたい。

そもそも法律やルールは,典 型的なケースでどのようなルールがあるのかを言語や文字

で表現 されるという"形"を 足掛かりにしているので,微 妙なケースについて書き尽 くす

ことはできない。 また,過 去の事例の中から似て非なるものを排除 して類似のものか ら共

通事項を演繹的にまとめたものなので,未 知のケースを網羅 して書けるはずがない。

このような法律やルールが持つ限界を克服するためには,単 純には語 りつ くせない法の

趣 旨である正邪曲直の本質を探らなければならない。すなわち,法 律の文言や他人の言動

から"我 田引水"を 図るのではな く,自 らが 「何が大切なのか」「どうすれば幸せを招 くこ

とができるのか」「この苦痛を取り除 く術はあるのか」に対する答えを求めて築いた"自 分

の価値観(分 別)"を 基礎 として結論を導 くことが必要なのである。

例えば,「法に書いてあることだけを守り,書 いていないことは何をしてもよい」との立場

から生ずる 「邪(よ こしま)な 意図」を 「法律の表現に合致 している」という正 しさで隠

そうとする言動,あ るいは 「他人の関与」を奇貨として 「あの人の言った通 りに実行 した

だけで私 には責任がない」 という責任転嫁の弁明,と いった 「意図的に間違った行為をし

ておきながら,あ えて責任回避を企てる」という姿勢に対 して,し っか りとした"自 分の

価値観(分 別)"を 拠 り所 とすることで,毅 然 と 「そのような誤魔化 しを許さない,そ れは

排除されるべきだ」 との非難ができるものと信ずる。

ただ,こ の"自 分の価値観(分 別)"は,一 人一人違 うのであり,違 うことを前提として

話を進めなければならない。そ して,会 社という組織の中では,違 う価値観を持つ者が,

それぞれの"自 分の価値観(分 別)"に 基づいて議論を重ねることによって,組 織特有の価
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値観を形成 して企業風土 に醸成 してい くことが大切なのである。こう述べてい くと,「それ

では他人の意見を丁寧に聞かなければならず,経 済的に時間的に無駄ではないか」との反

論が予想されるが,こ の所作に時間をかけることこそが,人 を人として尊重 しその自由を

守 りつつ民主主義によって調整を図る仕組みに則った行動基準であることを理解 して頂 く

よう願 ってやまない。(7)

7.従 業員という立場から離れた個人の立場

7-1会 社の一員として 「従業員」と会社を外から見る 「個人」

今一度,話 しを会社が 「営利』を目的として事業活動をすることに戻 して,従 業員の側

から考えてみる。確かに,従 業員にとって,会 社が 「営利」を目的として事業活動をする

こと自体 には何 ら不都合はな く,そ の会社に雇用される自らの立場を考えると,会 社のバ

ッジをつけ,社 歌を歌い,帽 子(あ るいはヘルメッ ト)を かぶ り,制 服に袖を通せば,「営

利」すなわち会社の意向に沿った 「振舞い」に軸足をおいた思考に傾いて しまうのは,や

むを得ないところであろう。殊に,(本 来の姿ではないが,現 実に)「営利」という目的の

たあの手段を選択する場面では,「大きな目的を実現するたあには小さな犠牲は避けられな

い」と考えがちになり,例 えば,「営利』の前に従業員の健康がないが しろにされる傾向に

あることもうなずける。

そして,そ の活動が支配従属関係にある上司vs従 業員によって支えられている故,一 部

の従業員 に対 して意図的に不利益を与えることによって,あ るいは意図的ではな くとも不

適切な対応 によって,「許されないス トレス」が生 じる危険性を抱えていることが理解でき

る。 このような前提の下で,会 社も 「営利」という目的が達成を強調する余 り,従 業員の

メンタルヘルスに悪影響を与えるような状況も見過ごされて しまい,結 果として,上 司で

ある従業員には何の答めもな く部下である従業員にはなお我慢を強いること(近 時,従 業

員 にス トレス耐性を身につけることを強 く求める傾向を見るにつけ,こ の懸念は現実味を

帯びてきている)に なって しまう。 このような事態は何としても避けたい。

この問題を解決するためには,会 社の組織あるいは会社の一員である"従 業員"の 立場

に止 まっていては難 しく,"従 業員"と しての立場を離れて"個 人"に 立ち返 り,自 らの"自

分の価値観(分 別)"を ベースとして 「人 と人 とが生きていくルール(倫 理)」 を中心に据

え,正 邪曲直あるいは是非善悪の判断結果に基づいて,会 社あるいは上司に対 して自存自

衛の行動をとることによって,「許されないス トレス」への悪の連鎖を断ち切 り,個 人の健
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全 性 を取 り戻 せ るの で は な い か と思 う。

7-2個 人の分別を支える"共 同体"の 存在

従業員が一個人 に立ち返 り"自 分の価値観(分 別)"や 「人と人とが生きてい くルール(倫

理)」 をべ一スに考え直す といっても,個 人の努力で何 とかするという類のものではない。

やはり典型的な場面としては,家 族ということになろう。例えば,も しも親あるいは妻や

子供 らに説明をしたならば 「そんな恥ずか しいことはやめて!」 あるいは 「そんなあくど

いことは止めるべきだ」など,従 業員が属する家族からの叱責されることで自らの行動を

考え直すことは,ご く自然な姿 といえよう。(セクハラを防止する手段として上司に対 して

「妻や子にはずか しくない行為」を求める例は,こ れと同様の発想である)

もっとも,こ れに限られるわけではな く,例 えば,そ の会社特有の社風として先輩か ら

「会社の名に恥 じないように行動せよ」とか同僚から「そんなことが先輩に見つかったら怒

られるぞ」など,従 業員相互で形成された人間関係(会 社という 「営利」の機能集団の中

にあるが,こ れとは別の代物)に からの忠告や指導によっても同様の効果が期待できるの

である(8)。

これらの例 には限られないが,従 業員の属する"共 同体"で 培われた 「人と人とが生き

てい くルール(倫 理)」 による判断によって形成された"自 分の価値観(分 別)"が 大きな

意味を持つのである。会社の事業活動では 「営利」にウエイ トをおくことが避けられず,

「許されないス トレス」が意図的にあるいは誤って見過ごされ,そ れが従業員のメンタルヘ

ルスが最悪の事態を迎えるかもしれないというリスクに対 して,"共 同体"に 支え られた従

業員が会社 に対して"自 分の価値観(分 別)"に 基づき事前に具体的な リスク回避の提案を

行うことで,会 社の事業活動に牽制機能を備えることが大切である。(9)

8.社 内牽制機能の整備 一安全配慮義務の具体化一

以上の検討を踏まえ,安 全配慮義務の具体化につきまとめておきたい。

8-1従 業員がクレームを提出する"勇 気"と それ受け入れる上司の"高 貴なる者の義務"

従業員のメンタルヘルスを正常に保つのは,あ くまでも従業員自身であることを自覚 し

なければならない。それ故,も しも 「許されたス トレス」を受けたにも拘らず,会 社の配

慮がない場合 に,従 業員が具体的な対応措置をクレームとして申し入れなければな らない
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わ けで あ る。

具 体 的 には,上 司 で あ れ部 下 で あ れ,本 人 の メ ン タル ヘ ル ス に悪 影 響 が あ る懸 念 され る

場 合 に,自 らが"自 分 の価 値 観(分 別)"に 従 い,そ の 健 康 リス クの 存 在 を 指 摘 し,睡 眠 時

間 を確 保 す るな どの 具体 的 方 策 を ク レー ム と して,決 然 と提 出す る"勇 気"を も たな けれ

ば な らな い。 これ も容 易 と はい え な い が,よ り問 題 な の は これ を 受 け る上 司 で あ る。 上 司

には,こ の よ うな ク レー ム を 引 き受 け る義 務,す な わ ち"高 貴 な る者 の 義 務(ノ ブ レス ・

オ ブ リー ジ ュnoblesseoblige)"(lo)の 視 点 か ら真 摯 に検 討 す る こ とを 提 案 した い。

も っ と も,安 全配 慮 義務 に この よ うな 義 務 を 付 加 させ る こ と につ いて は,抵 抗 が あ る と

推 測 す るが,従 業 員 の 立場 にい る人 の 健 康 に関 わ る こ とで あ るか ら,是 非 と も理 解 して 頂

きた い の で あ る。

8-2会 社による上司に対するペナルティ

会社は,部 下の"勇 気"と 上司の"高 貴なる者の義務"の 関係を積極的に支持する姿勢

を示すため,「許されないス トレス」の加害者となった上司に対 して懲戒処分あるいは不利

益(あ くまでも反省を求め信頼関係を大切にすることを想起させるためのもので,過 酷な

懲戒処分を望むものではない)を 加えることが必要である。特に,「会社が求める 「営利」

に貢献 したならば,た とえハラスメン トを しても構わない」と言って揮らない輩に対 して

は,毅 然 とした態度で誤 りを正すよう求めなければならない。

そして,同 僚である部下(従 業員)も,傍 観を決め込むのではな く,"自 分の価値観(分

別)"に 則 り 「ハラスメントをするような上司を許さない」という意思表示をして,会 社に

よるペナルティに賛同を示すことを望みたい。

8-3会 社生活と私生活とのバランスの確保～個人の分別による冷静な判断を保つ

会社が 「営利」を目指してとそれを実行すると共に,以 上2つ の従業員の健康に対する

配慮が,会社の事業活動を真に適正にしておくために大切であることを理解 して頂きたい。

そして,こ の配慮を実効性あるものにするためには,従 業員が会社の一員としてずっと拘

束 されるのではな く,"自 分の価値観(分 別)"に よって判断できる場,す なわち従業員を

心の拠 り所 となる"共 同体"に 戻らせなければならない。

具体的には,従 業員が家庭に帰り,あ るいは信用できる仲間と集い,そ こで過ごす時間

を確保 して"自 分の価値観(分 別)"に より会社の事業活動 と冷静 に向き合い,更 に 「人と

人とが生 きてい くルール(倫 理)」に基づいた適正な牽制を提案できる環境に身を置 く機会
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を確 保 す る こ とが 大 切 な の で あ る。

8-4社 内牽制機能による会社の経営と従業員の生活への期待

確かに,こ れらの方策は,会 社にとっても従業員にとっても,手 間がかか り,時 間を要

し,費 用を費やすことになる。 これまで,業 務効率性が優先され,与 えられた目標の下で

従属 と達成感を味わうことに慣れ親 しみ,"自 分の価値観(分 別)"に よる自律と自制を求

められなかったことを考えると,ど うしても否定的に結論に至ることが懸念される。

しかし,会 社は,そ の本来の目的である 「(幸福を追求する)意 欲』と 「営利』を見失わ

ず,こ れを"自 分の価値観(分 別)"に 根差 した健全な従業員が しっか りと支え,且 つ会社

と従業員が議論を重ねてお互い冷静に折 り合いをつけていくことで,従 業員のメンタルヘ

ルス不調 による損失を避け,会 社の持続的発展と従業員の生活安定との両立を図ることが

期待できることを積極的に評価 して頂きたい。

9.最 後 に

安全配慮義務 という法律上のルールについて語ることが主要なテーマであることについ

ては一貫 しているつもりである。 しか し,こ れを読まれた方からは,こ れでは法の論理よ

りも精神論が優先しているではないかとの批判が予想される。この点について弁明 してお

く。

実は,企 業法務 に実務 に携わってはきた私の目には,一 般的に,法 律に対 し,法 文が書

かれている 「法律要件」や 「法的効果」 という法律知識に論理的思考を加えれば,全 てが

明快 に解決できるという固定観念が強いことに戸惑いを感 じ続けてきた。法とは,世 間で

いわれる 「人と人とが生きていくルール(倫 理)」の内のある一部分を抽象的にまとめただ

けであって,「法律さえ守ればそれで済む」 というわけではないはずであると思 う。

例えば,契 約交渉にあたって,法 律知識と論理的思考を振 りかざして 「説得する」ことで

相手を屈服させることを目指すのではな く,相 手との間で信頼に基づ く合意を形成 し,相

手 に 「納得 して もらう」たあに,"自 分の価値観(分 別)"を 確立 し,「何が正 しく,何 が間

違 っているか」を他人(従 業員,顧 客,株 主,債 権者など)に きちんと説明 し,相 手の満

足との折り合いを探すことこそが"初 めの一歩"で あることを痛切に感 じてきた。(11)

この視点から,本 論を述べてきたわけである。法律には論理的思考が欠かせないが,真

っ当な"自 分の価値観(分 別)"を 失 ったままで法律を扱うならば,た とえ与えられた 「目
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標』を達成できても,人 のr幸 福』には寄与 しないというリスクを抱えているという現実

を是非とも理解して頂 くよう切に願うものである。

なお,こ の起案中に,厚 生労働省から 「職場のいじめ ・嫌がらせ問題に関する円卓会議

ワー キ ン グ ・グル ー プ報 告(平 成24年1月30日)」 が公 表 され た。 興 味 深 い 内容 で あ るが,

今回の検討 には間に合わなかった。今後の検討課題としたい。

以上

注
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

厚生労 働省 「精 神障害の労災認 定」(平 成21年4月)

菅野和 夫 「労働法(第9版)」(弘 文 堂)P397一

同 「労働法(第9版)」(弘 文堂)P78一

内藤朝雄 「い じめの社会理 論」 では,学 校でのい じめ について語 られてい るが,職 場の い じめ

に もあてはま る部分 が多いよ うに思 われ,「許 されないス トレス」につ いては,同 書を参考 にさ

せて頂いた。

ここでの 「経営判断」「法規制」「分別」について は,ア ン ドレ ・コン ト=ス ポンヴィル 「資本

主義 に徳はあ るか」(小 須田健&コ リー ヌ ・カ ンタ ン訳)」(紀 伊國屋書店),奥 村宏 「株式会社

に社会的責任 はあるか」(岩 波書店)な どの考え方を基礎 と してい る。 ただ,同 じ結論 に至 っ

たわけではな く,ま た これ らの要素の解明が今回の論点で はな いため,引 用 は差 し控え,別 論

で検討 す ることとしたい。

これ らは 「権利 の濫用 」 と呼 ばれ,「形 の上では遵法 ではあるが,実 は本来 の 目的を逸脱 し,

限界を超え,結 果 として違法な結果を得 る」 ことを指す。民法で も 「権利の濫用 は,こ れ を許

さない」(第1条 第3項)と 定 めて これを戒めて いるが,現 実 には"抜 け穴"な ど上 手 く立 ち

回 ることによ って法律 に よる牽 制が無意 味にな って しま う リス クを秘 めてい ることを覚悟せ

ねばな らない。

現実 には,自 分 の違 う価値観に遭遇 した時に,「若い くせに生意気だ」や 「空気の読めな い奴だ」

な どを指摘 される場 面を しば しば見かけ る。 これでは,他 人を 『人」 と して認 めず に特定の価

値観 を押 し付けて,い わゆ る 『同』を強制す るものであ り,嫌 悪を感 じると言わ ざるを得な い。

これに対 して,会 社 とい う組織 の中では,様 々価値観の中で折 り合いをつ けて い く,い わ ゆる

「和』を大切 にする ことこそが正 に民主主 義を拠 り所 とした組織作 りを企図 した ものであ ると考

える。会社 も従 業員 も,両 者 を区別 して真摯 に 自制す ることを望みた い。(「子曰 く,君 子 は和

して同ぜず」孔 子 「論語」 子路 篇によ る)

基本 的には従業 員の"自 分の価値観(分 別)"が べ一ス とな るが,こ れが従業員 に広 く行われれ

ば会社 として特定 の価値 観を共 有す る"共 同体"が 形成 され ることも考え られ よう。ただ,こ

の場合 には,そ れぞれ異な る"自 分 の価値観(分 別)"を 収 敏す るため と称 して,特 定の価値観

を押 し付ける方 が少 な くない。 これでは意味がない。手間 と時間がかか って も,議 論や質疑を

重 ねて個人相互 の距離感 を保ちつつそれぞれが"自 分 の価値観(分 別)"を 穏やか に醸成 して い

くことが求め られ る。

企業 の不祥事 を糺すのは,従 業員個人の判断に基づいた内部告発が きっか けにな ってい ること

が少 な くない。現実 の内部告発 が,「裏切 り者」として不幸な結末を招 いて いることを忘れて は

な らない。従業 員個 人の力を内部告発 とい う企業 も従業員 も傷つ く仕組み に頼 ることには疑問

な しとはいえない。

平 た く言 えば 「上司 らしく振舞え」 とい うことにな る。
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(11)そ もそ も"分 別"さ え持 てばよいというわけではない,こ の意 味で,"初 めの一歩"と 述べて い

る。 とい うの も,"分 別"は 個 人個人によ って異な るものであ り,共 同体や会社 とい う社会の 中

では,個 人 の"分 別"を 超えたその社会特有の"共 通の価値観"が 形成 され,そ れが個人 に還

元 され成長 す ることになる。 ただ,現 実には さほど簡単に済む話で はな く,あ る社会の 中で既

に形成 された"共 通の価値観"を 個人 に強制 するな ど,"分 別"と"共 通の価値 観'の 間で葛藤

が存在 し,こ れを どう克 服す るかが重要なテーマ とな る。 しか し,こ のテーマ は経営や法や倫

理 とい った個 々の世 界を離 れ,更 に底流に潜 む問題であ り,今 回のテーマの中で語 るの は難 し

いので,別 論 としたい。

以上
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